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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2018 年 5 月 18 日開催の取締役会において、定款の一部変更(以下、「本定款変更」といいま

す)を行うことを 2018 年 6 月 22 日に開催を予定している第 118 回定時株主総会に付議することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

1. 本定款変更の目的 

（1）  当社事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、事業内容の多様

化に対応するため、当社現行定款第３条（目的）について事業目的の記載内容の一部の変更

を行うものであります。 

（2）   コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、事業年度ごとの取締役としての責任の明

確化、加えて、株主の皆様からの負託を確認するため、取締役の任期を２年から１年に短縮す

ることとし、現行定款第22条（任期）につき所要の変更を行うものであります。 

 

2. 本定款変更の内容 

本定款変更の内容は別紙添付のとおりであります。 

 

3. 日程 

本定款変更のための定時株主総会開催日 2018 年 6 月 22 日（予定） 

本定款変更の効力発生日   2018 年 6 月 22 日（予定） 

 

 

以上 

 

 

 



 
 

 

 

 

別 紙 

変更の内容は、次のとおりであります。 

 （下線は変更箇所となります。） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第３条  当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

1. 光学機器、事務用機器、印刷用機

器、音響機器、電気機器、電子機器、

通信機器、精密機器、計測機器、照

明機器、医療健康機器、その他一般

機械器具およびこれらの付属品消耗

品の製造、販売。 

2.～17.（省略） 

 

 

（任期） 

第22条  取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時まで

とする。 

② 増員または任期の満了前に退任した

取締役の補欠として選任された取締

役の任期は、在任取締役の任期の満

了する時までとする。 

（目的） 

第３条  当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 

1. 光学機器、事務用機器、印刷用機

器、音響機器、電気機器、電子機

器、通信機器、精密機器、計測機

器、照明機器、医療関連機器、その

他一般機械器具およびこれらの付

属品消耗品の製造、販売。 

2.～17.（現行どおり） 

 

 

（任期） 

第22条  取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結の

時までとする。 

      （削除） 

 

<中略> 


